
◎
一
般
相
談

と
き　
12
月
６
日（
水
）・
13
日

　
（
水
）・
20
日（
水
）・
27
日（
水
）

　
13
時
～
16
時

※
受
け
付
け
は
13
時
～
15
時
。

電
話
、
フ
ァ
ク
ス
（
FAX
４
７-

１

０
５
５
）
で
も
相
談
で
き
ま
す
。

◎
司
法
書
士
相
談

と
き　
12
月
６
日（
水
）13
時
～

　
16
時

※
受
け
付
け
は
13
時
～
15
時
。

と
こ
ろ　
リ
・
フ
レ

◎
弁
護
士
相
談

と
き　
12
月
20
日（
水
）13
時
～

　
16
時

※
直
接
ま
た
は
電
話
で
の
予
約

が
必
要
で
す
。
予
約
受
け
付
け

は
、
当
日
９
時
～
13
時
。

と
こ
ろ　
リ
・
フ
レ

定
員　
７
人

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先　

　
府
中
市
社
会
福
祉
協
議
会

　
（
☎
４
７-

１
２
９
４
）

　
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
は
、

市
内
の
企
業
や
一
般
家
庭
か
ら

引
き
受
け
た
臨
時
的
・
短
期
的

ま
た
は
、
軽
易
な
仕
事
を
提
供

し
て
い
ま
す
。

　
相
談
会
で
は
、
仕
事
の
内
容

や
働
く
時
間
帯
、
曜
日
な
ど
の

条
件
等
を
詳
し
く
説
明
し
ま
す
。

ま
た
、
希
望
す
る
仕
事
を
伺
い
、

仕
事
を
探
す
こ
と
も
で
き
ま
す
。

生
き
が
い
を
感
じ
た
い
、
仲
間

を
つ
く
り
た
い
、
少
し
で
も
収

入
を
得
た
い
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な

理
由
か
ら
現
在
300
人
余
り
が
会

員
登
録
し
、
活
躍
し
て
い
ま
す
。

　
草
刈
り
、
剪
定
を
す
る
会
員

が
特
に
不
足
し
て
い
ま
す
。
予

約
は
不
要
で
す
。
ぜ
ひ
一
度
、

お
越
し
く
だ
さ
い
。

と
き　
毎
週
月
曜
日
13
時
～
15
時

と�

こ
ろ　
府
中
市
シ
ル
バ
ー
人

材
セ
ン
タ
ー

対�

象　
市
内
在
住
の
60
歳
以
上

の
健
康
で
働
く
意
欲
の
あ
る
人

問�

い
合
わ
せ
先　
（
公
社
）府
中

市
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

　

（
☎
４
７-

６
１
２
０
）

と
き　
12
月
９
日（
土
）10
時
～

　
16
時

※
予
約
が
優
先
で
す
。

と
こ
ろ　
備
後
府
中
年
金
事
務
所

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先　

　
備
後
府
中
年
金
事
務
所

　
（
☎
４
１-

７
４
２
１
）

　
相
続
・
遺
言
に
関
す
る
相
談

に
無
料
で
応
じ
ま
す
。

と
き　
12
月
３
日（
日
）10
時
～

　
16
時

※
予
約
が
必
要
で
す
。

電
話
相
談　
☎
０
８
２-

５
１
１-

　
７
１
９
６

面�

談
相
談　
広
島
司
法
書
士
会

総
合
相
談
セ
ン
タ
ー

予
約
・
問
い
合
わ
せ
先　

　
広
島
司
法
書
士
会
（
☎
０
８

　
２-

２
２
１-

５
３
４
５
）

　
当
日
に
検
査
結
果
が
分
か
る

迅
速
検
査
を
実
施
し
ま
す
。
相

談
・
検
査
は
匿
名
で
で
き
ま
す
。

と
き　
12
月
12
日（
火
）９
時
～

　
15
時
30
分

※
12
月
11
日（
月
）ま
で
に
予
約

が
必
要
で
す
。

と
こ
ろ　
広
島
県
福
山
庁
舎

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

広
島
県
東
部
保
健
所
福
山
支

所
保
健
課
（
☎
０
８
４-

９
２

１-

１
４
１
３
）

と
き　
12
月
２
日（
土
）13
時
～

　
15
時

と
こ
ろ　
リ
・
フ
レ

相
談
料　
無
料

問
い
合
わ
せ
先　
府
中
市
身
体

障
害
者
相
談
員
協
議
会
事
務

局
・
橘
髙
（
☎
０
９
０-

５
７

０
７-

１
２
８
３
）

　
就
職
や
転
職
を
目
指
す
ひ
と

り
親
家
庭
の
た
め
の
Ｚ
Ｏ
Ｏ
Ｍ

に
よ
る
オ
ン
ラ
イ
ン
面
接
マ
ナ
ー

講
座
で
す
。
オ
ン
ラ
イ
ン
面
接

の
基
本
的
な
操
作
方
法
や
面
接

の
ポ
イ
ン
ト
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
術
な
ど
を
知
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

と
き　
令
和
６
年
１
月
21
日（
日
）

　
13
時
～
15
時

対�

象　
ひ
と
り
親
家
庭
の
母
・

父
、
寡
婦
、
ひ
と
り
親
家
庭

の
18
歳
以
上
20
歳
未
満
の
子

講
師　
ア
イ･

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

　
ン　
石
井　
千
恵
さ
ん

定
員　
先
着
20
人

申
し
込
み
方
法　

　
二
次
元
コ
ー
ド

　
を
読
み
取
り
、

　
申
し
込
ん
で
く

　
だ
さ
い
。

※
チ
ラ
シ
は
、
市
役
所
子
育
て

応
援
課
窓
口
に
あ
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先　
広
島
県
ひ
と

り
親
家
庭
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

（
☎
０
８
２-

２
２
７-

２
３

７
７
）

12
月
の
生
活
相
談
　
相
談
無
料

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

お
仕
事
相
談
会

年
金
無
料
相
談
窓
口

相
続
・
遺
言
に
関
す
る
相
談
会

Ｈ
Ｉ
Ｖ
・
梅
毒
検
査
・
相
談
　
無
料

身
体
障
害
者
福
祉
相
談

講
　
座

ひ
と
り
親
家
庭
の
た
め
の

オ
ン
ラ
イ
ン
面
接
マ
ナ
ー
講
座
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道
路
の
穴
、
分
か
り
づ
ら
い

標
識
、
水
路
が
詰
ま
る
、
相
続

に
つ
い
て
聞
き
た
い
な
ど
、
行

政
や
相
続
・
遺
言
に
関
す
る
困

り
ご
と
の
相
談
に
秘
密
厳
守
で

応
じ
ま
す
。
事
前
予
約
は
不
要

で
す
。

と�

き　
12
月
17
日（
日
）11
時
～

15
時

と
こ
ろ　
い
こ
ー
れ
ふ
ち
ゅ
う

担�

当
者　
行
政
書
士
、
行
政
相

談
委
員
、
総
務
省
行
政
相
談

セ
ン
タ
ー
き
く
み
み
広
島
相

談
官

相
談
料　
無
料

問
い
合
わ
せ
先　
総
務
省
中
国

　
四
国
管
区
行
政
評
価
局
行
政

　
相
談
課
（
☎
０
８
２-

２
２
８-

　
６
１
７
３
）

　
相
続
、
遺
言
、
成
年
後
見
、

協
議
離
婚
、
各
種
許
可
・
認
可
、

外
国
人
の
入
国
在
留
な
ど
の
相

談
に
、
無
料
で
応
じ
ま
す
。

と�

き　
12
月
13
日（
水
）13
時
～

16
時

※
電
話
予
約
が
必
要
で
す
。

と�

こ
ろ　
府
中
市
消
費
生
活
セ

ン
タ
ー

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

広
島
県
行
政
書
士
会
福
山
支
部

（
☎
０
８
４-

９
８
２-

９
５

９
５
）

と
き　
令
和
６
年
１
月
９
日（
火
）

　
10
時
～
16
時

※
12
時
～
13
時
は
除
く
。

と
こ
ろ　
広
島
県
福
山
庁
舎

相
談
料　
無
料

申
し
込
み
方
法　
広
島
県
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
手
話
相
談
申

込
書
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
、

令
和
６
年
１
月
４
日（
木
）ま

で
に
フ
ァ
ク
ス
ま
た
は
メ
ー

ル
で
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

広
島
県
東
部
厚
生
環
境
事
務

所
福
山
支
所
厚
生
課
（
☎
０

８
４-

９
２
１-

１
４
１
１
、

FAX
０
８
４-

９
２
８-

７
８
８
２
）

　
ひ
き
こ
も
り
や
、
お
酒
な
ど

の
依
存
、
大
切
な
人
を
亡
く
し

た
悲
し
み
な
ど
を
誰
に
も
相
談

で
き
ず
、
抱
え
込
ん
で
悩
ん
で

い
ま
せ
ん
か
。
医
師
ま
た
は
臨

床
心
理
士
が
無
料
で
相
談
に
応

じ
ま
す
。

◎
府
中
市
こ
こ
ろ
の
健
康
相
談

と
き　
12
月
14
日（
木
）

　
13
時
30
分
～
15
時
30
分

※
12
月
13
日（
水
）12
時
ま
で
に

予
約
が
必
要
で
す
。

と
こ
ろ　
リ
・
フ
レ

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　
健
康
推
進
課
（
リ
・
フ
レ
内
・

　
☎
４
７-

１
３
１
０
）

◎
ひ
き
こ
も
り
・
う
つ
等
専
門
相
談

と
き　
12
月
19
日（
火
）13
時
～

　
15
時

※
12
月
15
日（
金
）ま
で
に
予
約

が
必
要
で
す
。

と
こ
ろ　
広
島
県
福
山
庁
舎

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

広
島
県
東
部
保
健
所
福
山
支

所
保
健
課
（
☎
０
８
４-
９
２

１-

１
３
１
１
）

相
　
談

行
政
・
相
続
・
遺
言
よ
ろ
ず
相
談

行
政
書
士
に
よ
る
無
料
相
談
会

ろ
う
あ
者
専
門
相
談
員
に
よ
る
相
談

こ
こ
ろ
の
健
康
相
談

広
島
県
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
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